
凡例2 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎

市からの連絡帳

 届出・税・国保 

■市民課土曜日窓口
　市では、土曜日に住民票の写しや
印鑑登録証明書の交付のほか転出・
転入手続きなどもできる「サタデー
サービス」を行っています。
　場 ・　時 
□保谷庁舎　第１・３・５土曜日
□田無庁舎　第２・４土曜日
いずれも午前９時～午後０時３０分
※週ごとに庁舎が入れ替わりますの
で、ご注意ください。
※内容によっては、取り扱えないも
のもありますので、事前にお問い合
わせください。
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

■市税、国民健康保険料（税）
　の夜間・休日納付相談窓口
□夜間
　時 ９月１５日昭・１６日晶
午後５時～８時
□休日
　時 ９月１０日松・１１日掌
午前９時～午後４時
　場 市税…納税課（田無庁舎４階）
国民健康保険料（税）…保険年金課
（田無庁舎２階）
※窓口は田無庁舎のみです。
　内 市税、国民健康保険料（税）の納
付および相談、納付書の再発行な

ど

◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２４）

■家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊したときは、資産税課
（田無庁舎４階）へご連絡ください。
　また、表題登記がなされている建
物を取り壊した場合は、不動産登記
法により、所管の法務局に滅失の登
記をすることになっています。
興登記に関する問合せ先　
　問 法務局田無出張所
（札０４２－４６１－１１３０）
◆資産税課 　田 （札０４２－４６０－９８３０）

■国民健康保険被保険者証　
（保険証）の更新
　１０月１日から有効の保険証を９月
中旬から世帯主あてに簡易書留でお
送りします。
　配達日に不在のときは、不在票が
投函されますので、直接郵便局へお
問い合わせください。ただし、郵便
局での保管期間経過後は、原則とし
て保険年金課（田無庁舎２階）での
受け取りになります。本人確認書類
（免許証・パスポート・旧保険証・
医療証などいずれか１点）、印鑑を
お持ちください。
　なお、郵便局の配達事情により、
２週間程度かかる場合もあります。
興新しい保険証
◎一般被保険者証…濃クリーム色
◎退職被保険者証…空色
□有効期間
　１０月１日～平成２５年９月３０日
※ただし、次に該当する方は有効期
限が異なります。
①１０月２日以降に７５歳になられる方
②退職者医療制度該当者で１０月２日

以降に６５歳になられる方
　詳しくは、新しい保険証に同封の
お知らせをご覧ください。
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２２）

 年　金 

■付加年金をご存知ですか？
　国民年金第１号被保険者で、月々
の保険料に４００円（付加保険料）を
プラスして納めると、老齢基礎年金
に上乗せして給付される付加年金が
あります。
　付加年金の受給額は、２００円×付
加保険料納付月数として計算されま
す。例えば、１０か月付加保険料を納
めた場合、２００円×１０か月＝２，０００円
（年額）が付加年金として支給され
ます。
　付加保険料は、申し込みをした月
分から納付となります。
　対 国民年金第１号被保険者のみ（保
険料の免除を受けている方および国
民年金基金加入者を除く）。
　申 保険年金課（田無庁舎２階）、市民
課保谷庁舎総合窓口係（保谷庁舎１
階）へ。
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２５）

 福　祉 

■敬老金を贈呈します
　市では、対象となる高齢者の方々
に、敬老と長寿をお祝いして敬老金
をお贈りします。

　対象となられる方には、はがきを
お送りします。
□敬老金贈呈日
　各地区の民生委
員または市職員が、
９月６日昇～１５日
昭に直接自宅へお
届けします。

◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２８）

■都営交通無料乗車券の更新
　①身体障害者手帳　②愛の手帳
③被爆者手帳　④戦傷病者手帳所持
者で、有効期限が平成２３年９月３０日
の都営交通無料乗車券をお持ちの方
は、９月１日昭から更新ができます。
□必要なもの　現在お持ちの無料乗
車券、上記①～④いずれかの手帳
※③の被爆者手帳所持者は、手帳の
ほかに「健康管理手当証書」または
「被爆者援護法第１１条に規定する医
療給付認定書」も必要です。
　申 障害福祉課（両庁舎１階）へ。
◆障害福祉課
　田 （札０４２－４６４－１３１１内線１５６１）
　保 （札０４２－４３８－４０３５）

金　額対　象区　分

１万円
昭和８年９月１日
～昭和９年８月３１
日に生まれた方

７７歳

１万円
大正１１年９月１日
～大正１２年８月３１
日に生まれた方

８８歳

５万円
明治４４年４月１日
～明治４５年３月３１
日に生まれた方

１００歳

　市は、下水道財政の健全化を図る
ため、平成２２年５月３１日に、市民・
学識経験者・大口使用者の方々１０人
からなる下水道審議会を設置し、
「下水道使用料および料金体系の適
正化について」諮問を行いました。
　さまざまな視点から多岐にわたる
審議を経て、下水道審議会から、平
成２２年１２月１７日に答申をいただきま
した。市は答申を尊重し、右表のと
おり平成２３年６月の市議会定例会で
可決されました。
　改定は、平成２３年１０月１日からと
なります。
【改定の効果】
　改定に伴う平成２３年度使用料収入
見込額は、約１億円の増収となり、一
般会計繰出金の抑制が図られます。
　また、汚水処理費経費回収率は、
平成２１年度の５２．１％から、平成２５年
度には約６０％台後半の水準までに
改善される見通しになっています。
　多摩２６市の平均汚水処理費経費回
収率は、９１．６％になります。
【改定後の料金】
　現行の使用料体系は、基本使用料
部分を除く従量使用料部分を７段階
に区分しています。今回の改定によ

り東京２３区や他市（武蔵野市ほか６
市）が採用する８段階の水量区分に
改定し、使用料単価については基本
的に現行のとおりとします。
　これにより、下水道使用料を１０％
から１３％引き上げることをお願い
するものです。
　下水道使用料は、生活排水などの
比較的量の少ない排水は料金を低く
抑えられることからも節水効果があ
ります。また排出量が多くなると料
金が高くなる料金体系（料率表参照）
になっています。
　一般家庭（４人世帯）の平均排出
汚水量２４逢／月（東京都などが、一
般的に使用する値）で計算すると、
１，８８３円から２，０６８円（消費税込み）
となり、１か月当たり１８５円の引き
上げとなります。
【使用料の改定にご理解を】
　市では、厳しい財政状況の中で、
これからも効率的な事業の運営を行
い、財政の健全化を図っていきたい
と考えています。
　市民の皆さんには、下水道使用料
の改定で新たなご負担をお願いする
ことになりますが、ご理解とご協力
をお願いします。

■下水道使用料料率表（１か月分・消費税別）

改定後改定前汚水の種類
（１月当たり） 使用料（円）排出量使用料（円）排出量

４１０８逢以下４１０１０逢以下基本使用料

一般汚水

１逢当たり ８８９～２０逢１逢当たり ８８１１～２０逢第２水量区分
    　〃　１２６２１～３０逢　           １２６２１～５０逢第３水量区分
    　〃　１５７３１～５０逢       〃    １５７５１～１００逢第４水量区分
    　〃　１８９５１～１００逢　    〃    １８９１０１～２００逢第５水量区分
    　〃　２３９１０１～２００逢　    〃    ２３９２０１～５００逢第６水量区分
    　〃　２８３２０１～５００逢　    〃    ２８３５０１～１，０００逢第７水量区分
    　〃　３０６５０１～１，０００逢　        　３２８１，００１逢以上第８水量区分
　    〃　３２８１，００１逢以上－－第９水量区分

１逢あたり１９円１逢あたり１９円浴場汚水

※計算例　１か月２４逢使用した場合　
　東京都による一般家庭（４人世帯）の平均値
　　旧｛４１０円＋（１０逢×８８円）＋（４逢×１２６円）｝×１．０５＝１，８８３円
　　新｛４１０円＋（１２逢×８８円）＋（４逢×１２６円）｝×１．０５＝２，０６８円　
※この料金改定に伴い、使用料の免除については、基本使用料の排出量区分が１０逢から
８逢までに変更となりますが、この変更については平成２４年４月１日から適用になります。

（単位：逢・円）

旧使用料新使用料排出量旧使用料新使用料排出量旧使用料新使用料排出量

１４,８１０１７,７０６１１０５,８５５６,８１１５５４１０４１００
１５,７５５１８,９０１１１５６,６４０７,７５６６０４１０４１０５
１６,７００２０,０９６１２０７,４２５８,７０１６５４１０５８６１０
１７,６４５２１,２９１１２５８,２１０９,６４６７０８５０１,０２６１５
１８,５９０２２,４８６１３０８,９９５１０,５９１７５１,２９０１,４６６２０
１９,５３５２３,６８１１３５９,７８０１１,５３６８０１,９２０２,０９６２５
２０,４８０２４,８７６１４０１０,５６５１２,４８１８５２,５５０２,７２６３０
２１,４２５２６,０７１１４５１１,３５０１３,４２６９０３,１８０３,５１１３５
２２,３７０２７,２６６１５０１２,１３５１４,３７１９５３,８１０４,２９６４０

１２,９２０１５,３１６１００４,４４０５,０８１４５
１３,８６５１６,５１１１０５５,０７０５,８６６５０
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